
確認の特例※以外 14,000 円 12,000 円

確認の特例※の場合 12,000 円 12,000 円

確認の特例※以外 22,000 円 19,000 円

確認の特例
※

の場合 19,000 円 19,000 円

確認の特例※以外 33,000 円 28,000 円

確認の特例※の場合 28,000 円 28,000 円

確認の特例※以外 44,000 円 37,000 円

確認の特例※の場合 37,000 円 37,000 円

73,000 円 61,000 円

100,000 円 86,000 円

190,000 円 160,000 円

310,000 円 260,000 円

450,000 円 380,000 円

620,000 円 520,000 円

840,000 円 720,000 円

18,000 円 16,000 円

12,000 円 10,000 円

17,000 円 15,000 円

12,000 円 10,000 円

130,000 円 130,000 円

180,000 円 180,000 円

210,000 円 210,000 円

260,000 円 260,000 円

500,000 円 500,000 円

検査の特例※以外 15,000 円 13,000 円

検査の特例※の場合 13,000 円 13,000 円

検査の特例※以外 18,000 円 16,000 円

検査の特例※の場合 16,000 円 16,000 円

検査の特例※以外 23,000 円 20,000 円

検査の特例※の場合 19,000 円 20,000 円

検査の特例※以外 30,000 円 26,000 円

検査の特例※の場合 26,000 円 26,000 円

48,000 円 41,000 円

67,000 円 56,000 円

110,000 円 97,000 円

160,000 円 140,000 円

240,000 円 200,000 円

330,000 円 280,000 円

500,000 円 420,000 円

検査の特例※以外 14,000 円 12,000 円

検査の特例※の場合 12,000 円 12,000 円

検査の特例※以外 17,000 円 15,000 円

検査の特例※の場合 15,000 円 15,000 円

検査の特例※以外 22,000 円 19,000 円

検査の特例※の場合 18,000 円 19,000 円

検査の特例※以外 29,000 円 25,000 円

検査の特例※の場合 25,000 円 25,000 円

45,000 円 38,000 円

62,000 円 52,000 円

100,000 円 92,000 円

150,000 円 130,000 円

220,000 円 190,000 円

320,000 円 270,000 円

490,000 円 410,000 円

18,000 円 18,000 円

14,000 円 14,000 円

14,000 円 13,000 円

17,000 円 16,000 円

20,000 円 19,000 円

27,000 円 25,000 円

40,000 円 37,000 円

54,000 円 49,000 円

90,000 円 82,000 円

140,000 円 120,000 円

180,000 円 170,000 円

250,000 円 230,000 円

380,000 円 350,000 円

検
　
　
査
　
　
申
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・
　
　
完
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通
　
　
知

　手数料の金額の算出の基礎とされている床面積の合
計は、建築物を建築した場合（移転した場合を除く。）に
あっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、
建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模
の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模
様替に係る部分の床面積の２分の１について算定する。

※検査の特例…建築基準法施行令第10条第１号、第３
号及び第４号に掲げる建築物であることをいう。

中
　
　
間
　
　
検
　
　
査

　※手数料は、特定工程に係る部分の床面積で区分さ
れている。

●建築設備完了検査手数料

●工作物完了検査手数料

 0㎡～30㎡以内

 30㎡超え～100㎡以内

 100㎡超え～200㎡以内

 200㎡超え～500㎡以内

 5,000㎡超え～10,000㎡以内

 10,000㎡超え～20,000㎡以内

 20,000㎡超え～50,000㎡以内

 50,000㎡超え～

 100㎡超え～200㎡以内

 200㎡超え～500㎡以内

　法第６条の３第１項ただし書又は第18条第４項ただし書
に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計
算基準に適合するかどうかの審査をする場合にあって
は、構造計算１件につき、その床面積の合計の区分に応
じ、左記の金額を加算する。

 0㎡～30㎡以内

 30㎡超え～100㎡以内

 100㎡超え～200㎡以内

 200㎡超え～500㎡以内

 0㎡～1,000㎡以内

 1,000㎡超え～2,000㎡以内

 2,000㎡超え～10,000㎡以内

 10,000㎡超え～50,000㎡以内

 50,000㎡超え～

 5,000㎡超え～10,000㎡以内

 10,000㎡超え～20,000㎡以内

 20,000㎡超え～50,000㎡以内

 50,000㎡超え～

 500㎡超え～1,000㎡以内

 1,000㎡超え～2,000㎡以内

 2,000㎡超え～5,000㎡以内

ル
ー

ト
２
審
査

●建築設備確認申請等手数料

●建築設備確認申請等手数料（変更）

●工作物確認申請等手数料

●工作物確認申請等手数料（変更）

 500㎡超え～1,000㎡以内

 1,000㎡超え～2,000㎡以内

 2,000㎡超え～5,000㎡以内

●建築物中間検査手数料

 0㎡～30㎡以内

 30㎡超え～100㎡以内

 2,000㎡超え～5,000㎡以内

 5,000㎡超え～10,000㎡以内

 10,000㎡超え～20,000㎡以内

 20,000㎡超え～50,000㎡以内

 50,000㎡超え～

 500㎡超え～1,000㎡以内

 1,000㎡超え～2,000㎡以内

 10,000㎡超え～20,000㎡以内

 20,000㎡超え～50,000㎡以内

 50,000㎡超え～

●建築物完了検査手数料（中間検査合格証の交付を受けた場合）

 500㎡超え～1,000㎡以内

 1,000㎡超え～2,000㎡以内

 2,000㎡超え～5,000㎡以内

 5,000㎡超え～10,000㎡以内

●建築物完了検査手数料

○確認申請・計画通知、検査申請・完了通知、中間検査手数料（令和２年７月１日から施行）

手数料額

確
　
　
認
　
　
申
　
　
請
　
　
・
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画
　
　
通
　
　
知

　手数料の金額の算出の基礎とされている床面積の合
計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め
る面積について算定する。

（１）建築物を建築する場合（（２）に掲げる場合及び移転
する場合を除く。）
　当該建築に係る部分の床面積

（２）確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を
建築する場合（移転する場合を除く。）
　当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面
積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床
面積）

（３）建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模
の模様替をし、又はその用途を変更する場合（（４）に掲
げる場合を除く。）
　当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分
の床面積の２分の１

（４）確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を
移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替を
し、又はその用途を変更する場合
　当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１

※確認の特例…建築基準法施行令第10条第１号、第３
号及び第４号に掲げる建築物であることをいう。

●建築物確認申請等手数料

手数料の名称
（面積区分）

摘　　　要
改定後 現行

 0㎡～30㎡以内

 30㎡超え～100㎡以内

 100㎡超え～200㎡以内

 200㎡超え～500㎡以内


